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平成２３年金融商品取引法改正及び売買単位の集約に係る上場制度の整備等について 

 

平成２４年１月３１日 
株式会社東京証券取引所 

 

Ⅰ 趣旨 

政府の「新成長戦略」（平成２２年６月閣議決定）の実現に向けて、「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正

する法律」（平成２３年法律第４９号）が本年４月より施行され、我が国における新株予約権無償割当てによる増資（いわゆるライツ・オファリ

ング）の利用の円滑化を図るため開示制度が整備されるとともに、外国企業による我が国での資金調達を促進するため英文開示の範囲が拡大さ

れることを踏まえ、上場制度についても所要の整備を行うこととします。 

加えて、東日本大震災の影響等を踏まえ延期していた「売買単位の集約に向けた行動計画」（平成１９年１１月２７日公表）を推進するための

制度整備を行うなど、所要の見直しを行うこととします。 

 

Ⅱ 概要 

項  目 内   容 備   考 

１．金融商品取引法の

改正を踏まえた対応 

  

（１）新株予約権の上

場基準の見直し 

 

・株主平等原則の趣旨に反することが明らかな場合など、公益・

投資者保護の観点から適当でないと認められる場合には、上

場を承認しないこととします。 

※新株予約権の上場の可否についての予測可能性を

高めるため、例外として上場を承認しない場合を

明確化する趣旨です。 

・ 外国居住株主による新株予約権の行使を制限する

ライツ・オファリングにおいて、その制限の必要

性又は相当性が認められないことが明らかな場合

には、左記の場合に該当するものとします。 

 

（２）英文開示の範囲

拡大への対応 

・外国会社は「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」

の作成に際して外国会社届出書（外国市場において外国の法

令等に基づいて英語で開示されている有価証券届出書に類似

・ 外国会社報告書を有価証券報告書として取り扱う

など、英文開示の対象とされている他の法定開示

書類についても必要な手当てを行います。 
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項  目 内   容 備   考 

する書類）を利用できることとします。  

 

２．売買単位の集約に

向けた対応 

  

（１）１００株と１０

００株への集約 

・上場会社に対して、単元株式数を１００株とすることを義務

づけます。ただし、現在、単元株式数が１０００株となって

いる上場会社は除きます。 

・ 単元株式数が１株、１０株、５０株又は５００株

となっている上場会社は、平成２６年４月１日ま

でに、１００株に移行するものとします。 

・ 同日までに移行しなかった上場会社は、公表措置

の対象とします。 

 

（２）１００株への統

一に向けた努力義務

の新設 

 

・上場会社が、単元株式数を１００株とすることを、企業行動

規範の「望まれる事項」として規定します。 

※ 将来的に１００株単位に統一することを念頭にお

いて、現在、単元株式数が１０００株となってい

る上場会社の１００株への移行を促進するため

に、努力義務を課すものです。 

 

３．その他   

（１）新規上場申請後

の合併等に関する上

場審査基準の見直し 

・新規上場申請者が解散会社となる合併等を予定している場合

であっても、実質的な存続性が認められ、かつ、上場日以前

に合併等が実施される見込みがあるときは上場審査の対象と

します。 

※ 現在は実質的な存続性があっても存続会社でなけ

れば上場申請を認めていませんが、これが上場前

の機動的な組織再編行為の阻害要因となっている

との指摘を踏まえ見直す趣旨です。 

・ 合併等の実施後の会社の株券が上場されることと

なります。 

・ 市場変更審査についても同様とします。 

 

（２）「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関す

・会計方針の変更又は表示方法の変更が行われた場合に開示さ

れることとなる比較情報の数値は、上場諸基準への適合性の
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項  目 内   容 備   考 

る会計基準」及び関

連する実務指針等へ

の対応 

 

判断には利用しないこととします。 

 

 

（３）外国会社の株主

数に関する上場審査

基準の見直し 

・外国会社が重複上場する際の株主数基準について、本邦内株

主数に代え、全ての株主数を審査対象とします。 

※ 証券取引のボーダレス化の進展を踏まえ、外国会

社の上場誘致を進める観点から、本邦内の株主数

に限る現行の基準を見直す趣旨です。 

 

（４）その他 ・その他所要の改正を行うものとします。 

 

 

 

Ⅲ 実施時期（予定） 

・平成２４年４月を目途に実施します。 

 

以 上 


